
暮らしに便利 お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

令和3年度納税月別予定表
収納課　　☎（55）7121
下水道課　☎（55）7124
上水道課　☎（55）7146

■市税等は納期限までに納付しましょう（口座振替をご利用の方は、振替日の前日までに口座にご入金ください）。

税目
月分 納期限

収納課 上水道課 下水道課 収納課

海部地区急病診療所
病状などのお問い合わせは、受付時間内に直接お電話してください。

津島市莪原町字郷西37 ☎（25）5210

内　科
小児科

歯　科

日曜日・祝日・休日 午前 9 時 ～11時30分
午後 1 時 ～ 4 時30分

日曜日・祝日・休日 午前 9 時 ～11時30分
午後 2 時 ～ 4 時30分 

（　　   ）

12月の平日夜間・休日診療

※つながりにくい場合は、時間をおいておかけ直しください。

0

●平日夜間および休日診療に関するお問い合わせは、消防署または救急医療情報センターへおたずねください。

愛 西 市 消 防 本 部  …… ☎（26）1100　救急医療情報センター …… ☎（26）1133

◆大切なお知らせ◆
・診療日及び時間帯について、下記のとおり変更しております。
・保険証を必ずご持参ください。
・発熱がなくても必ず電話連絡をしてください。

◎診療時間/日曜日・祝日…午前9時～午後5時
※午後5時以降は、消防本部☎（26）1100へおたずねください。
外科専門外の患者さんは、お断りする場合があります。

休　日　診　療〈 外 科 〉

http://amaq.sakura.ne.jp（お気軽にアクセスしてください）

注1　納期限は原則としてその月分の月末ですが、金融機関などが休みのときは繰り下げた直近の営業日です。
注2　上下水道料金のうち、下水道料金は佐織地区で公共下水道に接続された方に限ります。佐屋地区で公共下水道に接続された方は海部南部水道企業団の水

道料金と併せて請求されます。

◎市税などの納付は、口座振替をご利用ください。
口座振替取扱金融機関
☆三菱UFJ銀行 ☆愛知銀行 ☆あいち海部農業協同組合 ☆いちい信用金庫 ☆大垣共立銀行 
☆桑名三重信用金庫 ☆三十三銀行 ☆十六銀行 ☆中京銀行 ☆東海労働金庫
☆名古屋銀行 ☆尾西信用金庫 ☆百五銀行 ☆ゆうちょ銀行・郵便局
口座振替申し込み場所　収納課、各支所および各取扱金融機関
※市外の取扱金融機関をご利用の際は各担当課までご連絡ください。「愛西市市税等預金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）」を郵
送させていただきます。

※自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の申告対象外です。
※家屋として課税されている物件は除きます。 

◆償却資産申告の対象となるもの（業種別の例）
パソコン、コピー機、応接セット、
看板、広告塔、駐車設備　など共通

建設業

飲食業

医科・歯科業

農業

太陽光発電
事　　　業

ブルドーザー、パワーショベル、
大型特殊自動車　など
テーブル、椅子、厨房設備、
冷凍冷蔵庫　など
レントゲン設備、歯科診療ユニット、
ベッド　など

農業用機械類　など

太陽光パネル、フェンス　など
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昨
年
申
告
が
あ
っ
た
方
は
、申
告
書
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、今
年
の
増
加
分
・
減
少
分

を
加
除
し
、申
告
し
て
く
だ
さ
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※

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
に
よ
る
電
子
申
告
ま
た
は

独
自
の
様
式
で
申
告
が
あ
っ
た
方
に
つ
い
て

は
、申
告
書
を
郵
送
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

新
た
に
申
告
す
る
方
や
申
告
書
が
必
要
な

方
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

☞

償
却
資
産
と
は･･･

個
人
ま
た
は
法
人
で
工
場
や
商

店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
が
、そ
の
事
業
の
た
め
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築
物
、機
械
、装
置
、工
具
、器

具
、備
品
な
ど(

土
地・家
屋
を
除
く)

の
こ
と
。

※

申
告
し
た
償
却
資
産
の
課
税
標
準
額
の
合

計
が
150
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。

固
定
資
産
税
は
、毎
年
1
月
1
日（
賦
課

期
日
）現
在
で
、土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
が
、そ
の
資
産
の
所
在

す
る
市
町
村
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、令
和
4
年

度
の
税
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。正

し
い
課
税
を
す
る
た
め
に
、令
和
3
年
中
に

変
更
な
ど
さ
れ
た
方
、ま
た
は
す
る
予
定
の

あ
る
方
は
電
話
な
ど
に
よ
り
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

・土
地
の
用
途
の
変
更

・
建
物（
車
庫
・
物
置
な
ど
を
含
む
）の
新

増
築・取
り
壊
し・用
途
の
変
更

※

用
途
変
更
と
は
、「
住
宅
」「
店
舗
」

「
工
場
」な
ど
現
在
課
税
さ
れ
て
い
る
用
途

か
ら
、建
物
の
使
用
を
変
更
す
る
こ
と
で
す
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
期
限
が
近

づ
い
て
き
て
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
後
、12

月
末
ま
で
に
選
ん
だ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

サ
ー
ビ
ス
で
チ
ャ
ー
ジ
ま
た
は
お
買
い
物
を

す
る
こ
と
で
、最
大
で
5
千
円
分
の
ポ
イ

ン
ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
3
年
4
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
申
請
さ
れ
た
方
で
、ま
だ
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
の
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
が
対

象
で
す
。

き
令
和
4
年
4
月
1
日
よ
り
成
年
年
齢
が
18

歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。未
成
年
者
が
契

約
す
る
場
合
は
、親
な
ど
の
法
定
代
理
人
の

同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、そ
の
同
意
が

な
い
契
約
は
原
則
と
し
て
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
未
成
年
者
取
消
権
）成
年
に

な
る
と
未
成
年
者
取
消
権
を
行
使
で
き
な

く
な
る
た
め
、消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
リ
ス
ク

を
避
け
る
た
め
に
、契
約
に
関
す
る
知
識

を
学
び
、冷
静
に
判
断
す
る
力
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
場
合

や
困
っ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、海
部
地
域

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎（
23
）0
1
5
0
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〜
人
権
啓
発
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
〜

『
誰
か
』の
こ
と
　
じ
ゃ
な
い
。

「
世
界
人
権
宣
言
」は
、1
9
4
8
年（
昭

和
23
年
）12
月
10
日
に
国
際
連
合
で
採
択
さ

れ
ま
し
た
。こ
れ
を
記
念
し
て
国
際
連
合
は
、

12
月
10
日
を「
人
権
デ
ー（H

u
m
a
n
 

Rights D
ay) 

」と
定
め
、加
盟
国
に
対

し
、人
権
擁
護
活
動
を
推
進
す
る
た
め
の
各

種
行
事
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま

す
。法

務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

関
係
機
関
な
ど
の
協
力
を
得
て
、「
人
権
デ

ー
」を
最
終
日
と
す
る
1
週
間
を「
人
権
週

間
」と
定
め
、広
く
国
民
に
人
権
デ
ー
の
意

義
を
訴
え
る
と
と
も
に
人
権
尊
重
思
想
の
普

及
高
揚
に
努
め
て
い
ま
す
。

名
古
屋
法
務
局
お
よ
び
愛
知
県
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
も
各
種
啓
発
活
動
を
実
施
し

ま
す
。

皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、医
師
不
在
の
た
め
臨

時
休
診
い
た
し
ま
す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
休
診
日
／
12
月
14
日（
火
）・20
日（
月
）

▼
場
所
／
国
民
健
康
保
険
八
開
診
療
所

　
　
　（
愛
西
市
江
西
町
宮
西
43
番
地
）
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